
マイナンバーカードによる健康保険証の 

オンライン資格確認を開始しました 

 

 

＊当院においてマイナンバーカードによる健康保険証

のオンライン資格確認を開始しました。 
 

＊マイナンバーカードを取得されている方は、健康保

険証として利用できるようになります。 
 

＊利用するためには、「マイナポータル」にて事前の登

録が必要です。 

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html 
 

＊マイナンバーカードを取得されていない方は、これ

まで同様、健康保険証で受診できます。 
 

＊その他ご不明な点がありましたら、スタッフにお気

軽にお尋ね下さい。 

 

 

利用開始日 令和４年４月１５日（金） 


